
龍
華
山
永
慶
寺
の
建
築
に
つ
い
て

写真 1 旧永慶寺あと護国神社

一　
は
じ
め
に

江
戸
中
期
、
宝
永
元
年

（
一
七
〇
四
）
か
ら
享
保
九
年

（
一
七
二
四
）
ま
で

の
柳
沢
家
領
有
期
は
近
世
甲
府
城
下
に
と
っ
て
繁
栄
の
時
代
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

特
に
都
市
の
整
備
、
施
設
建
設
が
行
わ
れ
、
物
資
の
流
通
が
活
発
化
す
る
な
ど
、

都
市
を
と
り
ま
く
生
活
環
境
は
著
し
く
向
上
し
た
。
の
み
な
ら
ず
仏
教
、
特
に

禅
宗
に
信
仰
の
篤
い
柳
沢
家
は
府
中
近
郊
の
岩
窪
村
に
菩
提
寺
と
し
て
龍
華
山

永
慶
寺
を
造
営
し
て
も
い
る
。

こ
の
寺
院
は
柳
沢
吉
里
の
大
和
郡
山
転
封
に
伴

っ
て
取
り
壊
さ
れ
た
が
、
詳

し
く
後
述
す
る
よ
う
に
伽
藍
の
建
築
は
一
部
甲
府
近
隣
の
他
の
寺
院
に
移
築
さ

れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
旧
永
慶
寺
の
伽
藍
あ
と
に
は
現
在
護
国
神
社
が
祀
ら

れ
て
い
る

（写
真
１
）
。

柳
沢
家
は
大
和
郡
山
に
転
封
の
の
ち
、
同
名
の
寺
を
か
の
地
に
新
た
に
設
け

菩
提
寺
と
し
た
が
、
こ
の
郡
山
永
慶
寺
に
現
在
も
岩
窪
村
永
慶
寺
伽
藍
の
配
置

図
面
が
残
さ
れ
て
い
る
。
赤
岡
重
樹
氏
に
よ
る
同
図
の
模
写
が
現
在
山
梨
県
立

図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
、
か
つ
池
谷
覚
造
氏
が
郡
山
永
慶
寺
の
了
承
を
え
て
図
面

を
二
部
複
製
化
し
、　
一
部
を
山
梨
県
教
育
委
員
会
に
寄
贈
、　
一
部
を
自
家
保
存

子



し
て
い
る
。
さ
ら
に
池
谷
氏
は

「
旧
龍
華
山
永
慶
寺
」
と
題
し
て
こ
の
配
置
図

の
史
料
紹
介
を

『
甲
斐
路
』
に
行

っ
て
い
る
。
同
史
料
は
き
わ
め
て
重
要
な
史

料
で
あ
り
、
本
稿
で
は
以
下

「伽
藍
配
置
図
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

ま
た
赤
岡
氏
は
旧
永
慶
寺
伽
藍
あ
と
に
つ
い
て
各
建
物
の
お
お
よ
そ
の
位
置

を
推
定
し
た

「
永
慶
寺
復
原
区
」

ｏ
「廃
永
慶
寺
推
定
復
原
図
」
を
作
成
し
て

お
り
、
現
在
山
梨
県
立
図
書
館
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
岩
窪
村
に
建
立
さ
れ
た
永
慶
寺
か
ら
他
の
諸
寺
に
移
築
さ
れ
た
建
築

の
ひ
と
つ
と
言
わ
れ
る
の
が
、
現
在
の
甲
府
市
古
府
中
町
、
大
泉
寺
の
総
門

（惣
門
）
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
か
つ
て
永
慶
寺
か
ら
建
築
を
移
築
さ
れ
た
と

い
う
伝
承
を
も
つ
寺
が
何
ケ
寺
か
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
多
く
は
移
築
後
に
火
災

な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
遺
構
を
失

っ
た
と
い
う
が
、
古
府
中
町
に
あ
る
臨
済
宗

寺
院
、
禅
林
院
の
本
堂
は
当
時
の
建
物
が
残
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
と
伝
え
ら
れ
、

建
築
史
学
的
調
査
を
行
う
必
要
性
が
高
い
。

本
稿
で
は
柳
沢
時
代
に
造
営
さ
れ
た
龍
華
山
永
慶
寺
を
対
象
と
し
、
第

一
に

そ
の
造
営
の
様
相
、
お
よ
び
諸
建
築
の
形
態
を
出
来
る
限
り
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
第
二
と
し
て
旧
永
慶
寺
の
遺
構
で
は
な
い
か
と
さ

れ
る
現
存
建
物
の
調
査
を
行
い
、
現
状
で
の
建
築
記
録
を
作
成
し
な
が
ら
、
移

築
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
試
み
る
。
以
上
に
基
づ
い
て
、
前
稿
に
引
続
き
建

築
を
通
し
た
柳
沢
領
有
期
に
お
け
る
甲
府
の
文
化
的
背
景
を
深
化
し
て
み
た
い
。

二
　
龍
華
山
永
慶
寺
の
造
営

柳
沢
吉
保
は
延
宝
五
年
全

六
七
七
）徳
川
綱
吉
の
小
姓
組
で
あ
っ
た
二
十
歳

の
頃
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
江
戸
小
日
向
龍
興
寺
、
竺
印
祖
梵
に
参
じ
て
以
後
、

同
じ
く
雲
巌
全
底
、
月
桂
寺
碩
秀
ら
を
師
と
し
て
い
た
。
黄
葉
宗
と
の
出
会
い

は
元
禄
五
年

（
一
六
九
二
）
黄
葉
山
萬
福
寺
の
第
五
代
高
泉
と
の
宗
要
間
答
に

始
ま
る
。
川
越
城
主
と
な
り
、
昇
進
を
重
ね
る
中
に
あ
っ
て
、
高
泉
は
じ
め
第

六
代
千
果
、
七
代
道
宗
、
八
代
悦
峯
と
法
要
を
論
じ
合
い
、
時
に
か
な
り
の
批

判
を
し
つ
つ
も
禅
師
た
ち
と
の
親
交
篤
く
、
つ
い
に
宝
永
六
年
全

七
〇
九
）九

月
六
義
園
に
お
い
て
黄
乗
宗
の
受
戒
を
し
た
。
法
号
は
保
山
元
養
で
あ
る
。

こ
の
間
宝
永
元
年

（
一
七
〇
四
）
に
甲
斐
三
郡
の
領
主
と
な
り
、
翌
二
年
に

は
甲
府
の
都
市
整
備
と
甲
府
城
の
殿
舎
造
営
に
着
手
し
た
。
と
同
時
に
菩
提
寺

の
建
立
を
幕
府
に
願
い
で
て
い
る
。
こ
れ
が
最
初
の
寺
名
を
穏
々
山
霊
台
寺
と

称
し
た
、
の
ち
の
龍
華
山
永
慶
寺
で
あ
る
。

吉
保
の
書
提
寺
が
宝
永
二
年
に
造
営
を
開
始
し
、
七
年
に
完
成
さ
れ
る
ま
で

の
記
録
は
現
在
奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
柳
沢
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

『
龍
華

山
御
建
立
以
来
諸
色
書
留
　
一
』

（写
真
２
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
史
料
は
お
そ
ら
く
宝
永
七
年
以
降
に
、
そ
れ
ま
で
の
造
営
の
記
録
を
ま
と

め
て
書
き
直
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
記
載
に
は
柳
沢
吉
保
の
藩
政

記
録
で
あ
る

『
楽
只
堂
年
録
』
、
お
な
じ
く
吉
里
の

『
福
寿
堂
年
録
』
か
ら
傍

写真 2
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証
の
得
ら
れ
る
内
容
が
多
く
、
信
憑
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の

史
料
を
以
下

「諸
色
書
留
」
と
略
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

宝
永
二
年
七
月
九
日
の
記
述
に
始
ま
る
が
、
甲
州
に
寺
院
を
建
立
す
る
に
あ

た
り
開
山
第

一
性
と
し
て
武
州
小
日
向
龍
興
寺
の
故
雲
岩

（巌
）
和
尚
を
、
第

二
世
と
し
て
同
寺
座
元
の
東
水
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
第

一
世
の
雲
岩
禅
師
は

こ
の
時
す
で
に
他
界
し
て
い
た
。
ま
た
宝
永
六
年
の
黄
栄
宗
受
戒
以
前
で
あ
り
、

臨
済
宗
の
禅
師
を
第

一
、
二
世
と
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

二
年
八
月
十
九
日
に
吉
保
の
菩
提
寺
を
建
立
し
た
い
と
の
希
望
が
上
聞
に
達

し
た
。
二
十

一
日
に
は
菩
提
所
の
四
隅
に
杭
を
打
ち
、
二
十
四
日
に
は

「霊
台

寺
と
御
定
」
、
そ
の
約
ニ
カ
月
後
の
十

一
月
二
十
二
日
に
は
地
盤
の
構
築
で
あ

る
地
形
普
請
に
取
り
掛
か
る
と
あ
り
、
十
二
月
十
三
日
に
地
形
始
め
、
奉
行
衆

を
選
任
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
間
十

一
月
晦
日
に
は

「岩
窪
村
下
積
翠
寺
村
之

内
寺
領
三
百
七
拾
石
」
の
寄
付
に
つ
い
て
寺
社
奉
行

へ
書
面
を
提
出
し
た
。

と
こ
ろ
が
宝
永
三
年
に
入
る
と
全
く
記
載
が
見
ら
れ
ず
、
四
年
に
は

「
御
石

垣
御
地
形
其
外
諸
色
御
入
用
御
勘
定
仕
上
ヶ
相
済
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

宝
永
三
年
、
荻
生
復
篠
は
僚
友
田
中
省
吾
と
と
も
に
甲
府
を
訪
れ

『
峡
中
紀

行
』

。
『
風
流
使
者
記
』
を
著
し
て
い
る
。
柳
沢
吉
保
は
霊
台
寺
の
碑
文
を
自

分
で
撰
す
る
予
定
で
あ
り
、
彼
の
儒
臣
で
あ
る
復
篠
の
旅
行
は
そ
の
敦
地
視
察

も
目
的
に
し
て
い
た
。
同
年
九
月
、
復
篠
と
省
吾
は
霊
台
寺
に
歩
を
運
ん
で
い

る
。
そ
の
時
の
様
子
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

二
子
遂
詣
三
霊
台
寺
一
、
営
造
之
地
、
下
大
夫
長
谷
近
房
及
大
橋
某

・

安
藤
某

・
青
木
某
等
皆
在
、
二
子
上
レ
廠
相
揖
寒
温
叙
話
、
下
視
二
民
役

雲
乗
材
石
峯
積
・　
・
（中
略
▼

周
二
Ｉ
覧
境
内
一
経
始
既
設
、
基
址
漸
成
、

蓋
蘭
二
山
腹
一
而
址
者
五
層
、
其
最
高
為
二
寿
蔵
一
、
其
次
為
二
御
崎
神

祠
一
、
其
次
為
二
法
堂
一
、
其
次
為
三
門
庭
一
、
共
次
為
二
子
院
之
地
一
、

開
三
方
可
二

一
里
許
一

こ
こ
で
は
人
々
が
雲
の
よ
う
に
集
ま
っ
て
石
材
を
積
み
上
げ
、
地
形
が
進
め

ら
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
営
造
の
地
に
い
た
人
物
の
う
ち
、

「諸
色
書

留
」
中
に
地
形
の
奉
行
と
し
て
該
当
す
る
氏
名
の
あ
る
の
は
、
番
頭
長
谷
川
半

右
衛
門
、
日
付
大
橋
俸
五
右
衛
門
、
使
者
番
青
木
清
右
衛
門
で
あ
る
。
霊
台
寺

の
広
い
境
内
は
五
段
の
高
さ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
建
設
さ
れ
る
べ
き
建

物
の
種
類
も
計
画
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
後
述
す
る
永
慶
寺
の

「
伽
藍
配

置
図
」
に
は
地
盤
高
さ
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
復
篠
の
記
録
に
近
く
数
段
の

高
さ
に
わ
け
ら
れ
、
入
日
か
ら
奥
に
向
か
っ
て
地
盤
が
次
第
に
高
く
な
る
敷
地

の
状
況
が
わ
か
る
。
但
し
往
徐
の
訪
問
時
に
は
法
堂
な
ど
の
ち
の
史
料
に
見
あ

た
ら
な
い
建
物
の
名
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
寺
の
地
盤
構
築

は
進
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
宝
永
三
年
は
一
方
で
甲
府
城
の
殿
舎
造
営

が
多
忙
を
き
わ
め
た
年
で
も
あ
っ
た
。

続
く
宝
永
四
年
に
な
る
と
十
月
に
は
大
地
震
、
十

一
月
に
は
富
士
宝
永
山
の

噴
火
と
、
記
録
的
な
天
災
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
駿
府
城
に

被
害
が
で
る
な
ど
し
て
政
局
の
混
乱
が
免
れ
ら
れ
ず
、
前
年

一
月
大
老
職
に
つ

い
て
い
た
吉
保
に
と
っ
て
、
自
身
の
菩
提
寺
伽
藍
の
造
営
は
あ
る
程
度
の
遅
滞

を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

翌
五
年
四
月
十

一
日
、
地
形
の
一
応
の
完
成
に
よ
り
そ
の
奉
行
衆
は
解
任
、

か
わ
っ
て
霊
台
寺
建
立
の
奉
行
を
山
日
八
兵
衛
、
他
二
名
に
命
じ
た
。
翌
十
二

日
に
は
山
城
国
黄
巽
山
萬
福
寺
の
第
八
代
悦
峯
禅
師
を
開
山
祖
に
依
頼
し
た
。

同
時
に

「改
龍
華
山
永
慶
寺
卜
」
と
あ
り
、
こ
の
日
穏
々
山
霊
台
寺
か
ら
龍
華

山
永
慶
寺
と
寺
の
名
を
変
え
て
い
る
。
先
行
研
究
に
は

「
宝
永
七
年
七
月
十
五

日
に
改
名
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
造
営
記
録
に
み
る
改
名
の
日
付

は
そ
れ
よ
り
二
年
以
上
早
い
。
吉
保
の

『
楽
只
堂
年
録
』
巻
二
一
八
に
も
二
年
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四
月
十
二
日
篠
に

「駒
込
の
下
屋
鋪
に
至
り
て
悦
峰
和
尚
と
議
し
て
穏
々
山
を

龍
華
山
と
霊
台
寺
を
永
慶
寺
と
改
む
」
と
あ
り
、
開
山
祖
に
依
頼
し
た
悦
峯
と

吉
保
が
協
議
し
て
名
前
を
変
更
し
た
ら
し
い
。
こ
の
年
八
月
に
な
る
と
寺
領
三

百
七
十
石
が
国
許
に
通
達
さ
れ
た
。

宝
永
六
年
二
月
十
五
日
、
江
戸
か
ら
駒
込
御
用
役
の
山
崎
孫
助
が
唐
様
、
す

な
わ
ち
禅
宗
様
の
絵
図
を
持
か
し
、
黄
柴
役
僧
紫
玉
と
黄
乗
大
工
の
秋
篠
八
右

衛
門
、
弟
子
の
平
野
喜
八
郎
を
つ
れ
て
到
着
し
た
。
そ
し
て
十
九
日
に
は
永
慶

寺
の
鍬
初
、
鋭
初
が
柳
沢
権
太
夫
以
下
の
立
会
い
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
時
の
職

人
の
構
成
を
史
料
か
ら
次
に
記
す
。

永
慶
寺
御
普
請
御
用
相
勤
候
諸
職
人

黄
乗
大
工
　
　
　
　
　
　
　
秋
篠
八
右
衛
門

八
右
衛
門
弟
子
　
　
　
　
　
平
野
喜
八
郎

右
両
人
黄
栄
う
罷
越
し
御
普
請
中
相
勤

大
工
肝
煎
　
　
下
山
村
　
　
　
万
右
衛
門

同
　
　
　
　
孫
兵
衛

同
　
　
　
　
久
左
衛
門

府
中
　
　
　
　
善
兵
衛

木
挽
請
負
　
　
大
酉
屋
　
　
　
忠
左
衛
門

方
丈
書
院
　
素
建
切
組
請
負
　
　
江
戸
大
工

庫
裏
寮
舎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
善
兵
衛

日
用
請
方
　
　
井
筒
屋
　
　
　
勘
右
衛
門

鳶
請
方
　
　
　
　
　
　
　
　
　
孫
助

荒
物
方
請
負
　
荒
物
屋
　
　
　
伊
兵
衛

石
方
請
負
　
　
石
屋
　
　
　
　
長
右
衛
門

地
形
請
負
　
　
石
和
町
　
　
　
彦
次
右
衛
門

城
古
寺
町
　
　
庄
右
衛
門

二
鳴
屋
　
　
　
四
郎
左
衛
門

鍛
冶
屋
　
　
　
駿
州
　
　
　
　
留
兵
衛

屋
ね
請
負
　
　
信
州
松
本
　
　
七
右
衛
門

瓦
請
負
　
　
　
瓦
師
　
　
　
　
市
兵
衛

五
兵
衛

糟
板
子
山
出
肝
煎
　
飯
留
村
　
　
　
幸
右
兵
門

大
工
は
宇
治
萬
福
寺
の
大
工
で
あ
る
秋
篠
家
の
者
が
担
当
し
、
彼
ら
を
中
心

に
甲
斐
の
下
山
大
工
お
よ
び
甲
府
の
大
工
、
江
戸
大
工
が
参
加
し
て
い
る
。
ま

た
鍛
冶
屋
は
駿
州
、
屋
根
職
人
は
信
州
か
ら
来
る
な
ど
周
辺
の
広
域
か
ら
集
め

て
い
る
。
そ
し
て
永
慶
寺
の
材
料
に
は
糟
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
も
判
る
。

建
設
の
工
事
は
木
材
の
木
取
り
、
刻
み
を
中
心
に
着
々
と
進
ん
だ
よ
う
で
、

六
月
に
は
棟
上
げ
の
方
法
を
め
ぐ

っ
て
奉
行
の
山
口
八
兵
衛
か
ら
江
戸
表
に
御

伺
い
の
書
面
を
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
５
項
目
の
質
問
が
あ
り
、
や
や
煩
瑣

に
な
る
が
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
方
丈
、
書
院
、
寝
室
、
甘
露
堂
、
庫
裏
、
寮
舎
な
ど
三
百
六
十
坪
余
り
の

分
の

「
素
建
切
組
」
が
終
了
し
た
が
、
当
月
二
十
日
頃
よ
り
建
て
始
め
た
い
。

そ
の
日
取
り
を
い
つ
に
す
る
か
、
②
一仏
殿
の

「
切
組
」
は
当
月
末
こ
ろ
大
方
終

了
の
予
定
で
あ
る
か
ら
、
来
月
初
め
に

「素
建
」
し
て
よ
い
か
、
③
黄
乗
大
工

秋
篠
八
右
衛
門
が
言
う
萬
福
寺
の
棟
上
げ
と
同
様
、
永
慶
寺
で
も
仏
殿
の
棟
上

げ
に
よ
っ
て
上
棟
と
す
る
の
か
、
①
そ
の
方
法
は
萬
福
寺
の
方
式
を
簡
略
化
し
、

上
中
の
二
仕
形
を
計
画
し
た
の
で
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
ほ
し
い
、
⑤
棟
上
げ

の
日
取
り
を
い
つ
に
す
る
か
、
以
上
の
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
工
事
の

進
捗
状
態
が
詳
細
に
判
る
。
御
伺
い
の
結
果
、
上
棟
の
方
式
は
中
の
仕
形
、
棟

上
げ
は
七
月
二
日
に
決
ま
り
、
挙
行
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
棟
札
表
の
文
言
に
は



「
新
羅
三
郎
後
胤
前
国
主
四
位
少
将
源
吉
保
朝
臣
菅
建
　
甲
斐
国
山
梨
郡
龍
華

山
永
慶
禅
寺
　
宝
永
六
年
己
丑
七
月
二
日
上
棟
」
と
あ
り
、
奉
行
は
柳
沢
権
太

夫
源
保
格
、
副
奉
行
は
山
口
八
兵
衛
源
政
俊
、
都
料
匠
は
秋
篠
八
右
衛
門
藤
原

憲
之
と
記
載
さ
れ
た
。

宝
永
七
年
五
月
に
な
る
と
大
方
建
設
が
終
了
し
つ
つ
あ
り
、
六
月
に
は
黄
栄

役
僧
の
紫
玉
ら
が
き
て
見
分
を
お
こ
な
い
、
同
二
十
八
日
に
は

「
御
成
就

二
付

（悦
峯
）
和
尚
入
院
之
儀
為
請
待
御
使
者
被
差
遣
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
開
山
祖
を
迎
え
る
準
備
を
進
め
る

一
方
で
、
建
設
工
事
の
完
成

に
よ
り
仏
具
、
調
度
な
ど
が
次
々
と
運
び
こ
ま
れ
た
。
七
月
五
日
に
は
吉
保
直

筆
の

「
永
慶
寺
」
の
額
字
お
よ
び
悦
峯
直
筆
の

「
龍
華
山
」
の
額
字
が
江
戸
か

ら
到
着
し
た
が
、
こ
の
時
の
吉
保
の
書
は
別
に
柳
沢
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。

写
真
３

●
４
に
示
す
。

「
永
慶
寺
」
の
額
は
天
王
殿
に
掛
け
ら
れ
た
。
ま
た

二
十
四
日
に
は
大
鐘
が
鐘
楼
に
つ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
準
備
も
八
月
五
日
に
は

「
大
概
造
畢
」
と
あ
り
、
い
よ
い
よ
開
山
組
の
悦
峯
道
章
が
十
日
に
甲
府
到
着
、

柳
沢
吉
里
が
出
迎
え
翌
日
入
院
、
十
五
日
に
開
堂
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

永
慶
寺
に
必
要
な
仏
具
や
調
度
は
吉
保
の
寄
贈
に
よ
る
ほ
か
、
京
都
、
江
戸
、

甲
州
の
三
箇
所
に
わ
け
て
調
達
さ
れ
た
。

「永
慶
寺
御
用
京
都

二
而
出
来
候
分
」
、

「
江
戸

二
而
出
来
候
分
」
、

「
甲
州

二
而
出
来
候
分
」
と
し
て

「諸
色
書
留
」

に
は
図
と
と
も
に
詳
細
な
記
録
が
あ
る

（写
真
５
１
１０
）
。
本
尊
の
釈
迦
は
じ

め
阿
難

・
迦
葉
、
章
駄
天
な
ど
の
仏
像
、
木
魚
や
雲
版
な
ど
は
京
都
、
経
覆
や

法
被
、
茶
碗
な
ど
は
江
戸
で
あ
つ
ら
え
た
。
甲
州
で
造

っ
た
も
の
と
し
て
は
家

老
柳
沢
権
太
夫
寄
進
の
大
鐘
、
柳
沢
帯
刀
寄
進
の
報
鐘
な
ど
が
第

一
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
禅
宗
寺
院
に
欠
か
せ
な
い
魚
椰
や
利
竿
の
柱
も
あ
る
の
が
興
味

深
い
。

写
真
３
　
額
字
の
由
緒
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写真 5
永慶寺御用京都二而出来候分

写真 6
同

写真 7
永慶寺御用江戸三而出来候分
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写真 8
江戸三而出来

写真 9
永慶寺御用甲州二而出来候分

写真10
同



〓
一　
永
慶
寺
の
諸
建
築

で
は
永
慶
寺
に
建
設
さ
れ
た
建
物
に
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
黄
栄
大
工
秋
篠
八
右
衛
門
が
弟
子
を
つ
れ
、
唐
様
の
図
面
を
持
参
し
て
甲

斐
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

「
伽
藍
配
置
図
」

以
外
に
建
築
の
様
相
を
知
り
う
る
史
料
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
伽
藍
配
置
図
」
に
は
黄
色
、
淡
紅
色
、
濃
紅
色
の
三
色
で
着
彩
が
ほ
ど
こ

さ
れ
て
お
り
、
各
建
物
の
床
仕
上
げ
の
区
別
を
す
る
た
め
に
、
色
分
け
を
し
て

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
黄
色
は
土
間
あ
る
い
は
そ
の
上
に
瓦
や
石
で

四
半
敷
な
ど
の
仕
上
げ
、
淡
紅
色
は
土
間
で
な
く
床
を
作

っ
て
畳
敷
に
す
る
な

ど
の
仕
上
げ
、
そ
し
て
濃
紅
色
は
壇
も
し
く
は
棚
の
よ
う
な
設
備
を
示
す
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
に
図
１
に
掲
げ
る

「
伽
藍
配
置
図
」
に
記
載
さ
れ
た
主
だ

っ
た
諸
建
築

名
を
紹
介
し
、
建
築
的
な
特
徴
を
探

っ
て
み
る
。
な
お
永
慶
寺
に
は
子
院
が
、

真
光
院
、
理
性
院
、
霊
樹
院
の
三
院
あ
っ
た
が
、
こ
の
史
料
の
時
点
で
は
建
物

位
置
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

え
料
的
な
制
約
が
多
い
た
め
、
永
慶
寺
伽
藍
の
規
範
と
な
っ
た
萬
福
寺
の
建

築
と
比
較
し
な
が
ら
分
析
を
す
す
め
る
。
参
考
の
た
め
京
都
宇
治
萬
福
寺
の
伽

藍
配
置
図
を
図
２
に
示
す
。

①

「惣
門
　
屋
根
瓦
」

永
慶
寺
の

「
伽
藍
配
置
図
」
で
は
八
脚
門
の
平
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
五
節
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
永
慶
寺
か
ら
の
移
築
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る

総
門
は
大
泉
寺
に
現
存
す
る
門
も
、
ま
た
写
真
に
み
る
遠
光
寺
の
門
も
四
脚
門

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
は
萬
福
寺
の
総
門
と
同
じ
形
式
で
あ
る
。

総
門
の
す
ぐ
近
く
に
は
腰
掛
け
、
お
よ
び
看
門
寮
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

永
慶
寺
の
配
置
図
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
禅
宗
寺
院
で
あ
れ
ば
必
ず

設
け
ら
れ
て
い
る
三
門
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
萬
福
寺
の
場
合
は
総

門
と
天
王
殿
の
間
に
三
門
が
位
置
し
て
い
る
。

（⑫

「
天
王
堂
　
大
舛
ヱ
ヨ
ウ
ヒ
ヂ
キ
作
り
　
屋
根
槍
皮
」

「諸
色
書
留
」
に
よ
る
記
載
に
は
天
王
殿
と
あ
る
。
こ
れ
は
黄
乗
宗
に
独
特

の
建
物
で
あ
り
、
中
国
本
土
に
お
い
て
ラ
マ
教
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
す
る

説
、
古
い
時
代
の
中
門
が
変
化
し
た
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
萬
福
寺
の
場
合

こ
こ
に
は
布
袋
尊

（弥
勒
菩
薩
）
と
章
駄
天
像
、
お
よ
び
四
天
王
像
が
祀
ら
れ

て
い
る
。

「諸
色
書
留
」
に
よ
る
と
永
慶
寺
の
た
め
に
京
都
で
そ
ろ
え
た
諸
像

の
な
か
に
章
駄
天
、
四
天
王
、
布
袋
の
記
載
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
建
物
は

「
大
舛
ニ
ヨ
ウ
ヒ
ヂ
キ
作
り
」
で
屋
根
は
檜
皮
葺
で
あ
る
と
い

う
。
大
舛
と
は
斗
組
の
中
で
最
大
の
斗
で
あ
る
大
斗
を
意
味
す
る
。
ユ
ヨ
ウ
ヒ

ヂ
キ
と
い
う
の
は
言
葉
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
絵
様
の
付
け
ら
れ
た
肘
木
を
指
す
。

つ
ま
り
柱
上
に
大
斗
が
の
り
、
絵
様
つ
き
の
肘
木
を
も
つ
斗
挟
の
形
態
が
ま
ず

想
像
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
京
都
の
萬
福
寺
に
つ
い
て
、
黄
葉
大
工
秋
篠
家
の
文
書
中
に
木
割

書

（年
不
詳
）
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
萬
福
寺
天
王
殿
の
平

面
図
に
は

「
て
ん
わ
う
て
ん
　
桁
行
五
間
　
梁
行
四
間
　
大
斗
ゑ
や
う
ひ
ち
木

つ
く
り
や
ね
ひ
わ
た
ふ
き
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

「
伽
藍
配
置
図
」
に
よ
る
永

慶
寺
の
天
王
殿
の
平
面
は
、
建
築
の
規
模
こ
そ
現
在
の
萬
福
寺
の
も
の
よ
り
小

さ
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
柱
お
よ
び
須
弥
壇
等
の
配
置
は
萬
福
寺
の
木
割
書
と
よ

く
近
似
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
他
の
建
築
の
特
徴
も
非
常
に
良
く
似
通

っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

萬
福
寺
の
天
王
殿

（正
面
図
Ｈ
図
３
）
を
構
成
す
る
柱
の
う
ち
小
屋
組
ま
で

延
び
る
内
部
の
４
本
を
除
く
と
、
他
は
柱
頭
に
大
斗
を
お
き
出
三
ツ
斗
組
の
肘
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木
を
支
え
て
い
る
。
中
備
に
は
萎
股
を
置
く
が
、
こ
れ
が
多
少
特
殊
で
上
に
斗

が
の
ら
ず
、
実
肘
木
と
墓
股
が
合
体
し
た
よ
う
な
形
態
を
し
て
お
り
、
絵
様
が

付
け
ら
れ
て
い
る
。
萬
福
寺
天
王
殿
の
修
理
工
事
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

「中
国

的
な
建
物
と
い
う
事
で
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
も
の
を
作
成
し
た
よ
う
で
あ
る
。
」

と
あ
り
、
萬
福
寺
の
建
築
に
と
っ
て
特
徴
的
な
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
実
肘
木
つ
き
萎
股
が
木
割
書
に
い
う
絵
様
肘
木
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

図
３
を
見
る
と
、
虹
梁
よ
り
上
の
位
置
で
大
斗
と

「絵
様
肘
木
」
が
交
互
に
繰

り
返
し
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

お
そ
ら
く
は
永
慶
寺
の
天
王
殿
も
大
斗
と

「絵
様
肘
木
」
を
も
ち
、
萬
福
寺

と
は
ぼ
同
じ
様
な
組
物
の
構
成
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
萬
福
寺
天
王
殿
木
割
書
に
は
檜
皮
葺
と
あ
る
が
、
こ
の
建
物
は
寛
文
八

年

（
一
六
六
八
）
の
創
建
当
初
か
ら
本
瓦
葺
で
あ
っ
た
。

③

「鐘
楼
　
舛
形
作
り
　
但
二
軒
　
屋
根
二
重
　
檜
皮
」

鐘
楼
は
文
字
ど
お
り
鐘
の
た
め
の
建
物
で
あ
る
。
屋
根
二
重
と
い
う
の
は
普

通
鐘
楼
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
重
屋
根
に
裳
階
の
つ
い
た
形
態
を
指
す
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
舛
形
と
は
斗
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
斗
狭
が
組
ま
れ
、

屋
根
は
檜
皮
葺
、
垂
木
は
地
垂
木

・
飛
槍
垂
木
で
構
成
さ
れ
る
二
軒
で
あ
る
と

い
う
。
④

「
仏
殿
　
七
間
半
　
九
間
　
一
一重
屋
根
作
り
　
但
　
上
下
舛
形
作
り
　
軒

二
軒
垂
木
　
重
垂
木
　
屋
根
檜
皮
」

こ
の
建
物
に
は
梁
行
、
桁
行
の
関
数
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
七
間
半
と
い
う

表
現
が
あ
る
の
で
、
こ
の
記
載
は
柱
間
の
個
数
を
数
え
た
も
の
で
な
く
、
実
際

の
寸
法
を
指
し
て
い
る
と
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
図
面
の
縮
尺
が
判
明
し
、
他

の
建
物
の
規
模
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
次
節
に
述
べ
る
大
泉
寺

へ
の

仏
殿
移
築
史
料
に
お
い
て
記
載
さ
れ
た
関
数
は

「
六
間
半

・
九
間
半
」
で
ヽ
梁

図3 萬福寺天玉殿正面図
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行
、
桁
行
と
も
に
異
な
っ
て
い
る
。

二
重
屋
根
と
あ
る
の
は
鐘
楼
と
同
様
、
裳
階
つ
き
の
屋
根
を
指
す
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
舛
形
作
り
と
は
斗
棋
を
意
味
す
る
。
糟
皮
葺
の
屋
根
と
裳
階
の

両
方
を
斗
棋
で
組
み
上
げ
た
形
態
は
禅
宗
様
の
仏
殿
と
し
て
他
に
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
軒
は
地
垂
木

・
飛
槍
垂
木
の
二
軒
で
、
垂
木
を
密
に
配
置
し
た
繁

垂
木
で
あ
る
と
い
う
。

萬
福
寺
に
お
け
る
仏
殿
、
大
雄
宝
殿
は
伽
藍
の
中
心
的
存
在
で
、
規
模
も
最

大
で
あ
る
が
、
永
慶
寺
の
仏
殿
も

「
伽
藍
配
置
図
」
中
最
大
の
建
築
で
あ
る
。

⑤

ア

ツ
タ
と

月
台
と
書
き
、
仏
殿
の
前
に
設
け
ら
れ
た

一
種
の
テ
ラ
ス
で
あ
り
、
回
廊
で

囲
ま
れ
た
中
庭
の
地
盤
面
よ
り
も
高
く
な
っ
て
い
る
。
元
来
中
国
建
築
の
も
の

で
、
主
要
な
建
築
に
は
大
抵
設
け
ら
れ
て
い
る
。
黄
葉
宗
の
伽
藍
の
中
で
も
中

国
的
な
要
素
と
い
え
る
。

⑥

「斎

　

堂
」

斎
堂
は
食
堂
で
、
禅
堂
と
対
照
的
な
位
置
に
な
ら
び
、
仏
殿
、
天
王
堂

（殿
）

と
と
も
に
回
廊
で
連
絡
さ
れ
て
伽
藍
の
中
心
を
な
す
。
萬
福
寺
も
同
じ
配
置
を

と
る
。
斎
堂
が
こ
の
位
置
に
く
る
の
は
他
の
日
本
の
禅
宗
伽
藍
に
は
な
い
特
徴

で
あ
る
。

一①

「
大

ク

リ
」

庫
裡
と
は
台
所
で
あ
る
。
永
慶
寺
の
場
合
、
斎
堂
に
直
結
し
て
設
け
ら
れ
た

厨
房
と
し
て
の
大
庫
裡
と
、
方
丈
の
先
に
設
け
ら
れ
た
奥
向
き
の
小
庫
裡
と
が

あ
る
。
③

「
禅
堂
　
ヱ
ヨ
ウ
ヒ
ヂ
キ
作
り
　
屋
根
檜
皮
」

禅
堂
は
座
禅
を
お
こ
な
う
堂
宇
で
あ
る
。
天
王
殿
と
同
じ
絵
様
肘
木
の
記
載

が
あ
る
が
、

「大
舛

（斗
）
」
と
は
付
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
天
王
殿
と
は

異
な
る
構
成
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

③

「
イ
ン
寮
」
⑩

「
シ
ス
イ
リ
ャ
ウ
」
⑪

「
エ
ン
ジ
ュ
堂
」
⑫

「
タ
ン
キ
ャ

リ
ャ
ウ
」
⑬

「
フ
ウ
ス
リ
ャ
ウ
」
⑭

「
シ
カ
リ
ャ
ウ
」
⑮

「寺
社
リ
ャ
ウ
」
⑮

「
ア
ン
ジ
ャ
リ
ャ
ウ
」

隠
寮
、
延
寿
堂

（寮
）
、
旦
過
寮
、
副
寺
寮
、
知
客
寮
、
侍
者
寮
、
行
者
寮

な
ど
、
諸
寮
舎
で
あ
る
。
隠
寮
と
は
住
持
職
を
引
退
し
た
禅
僧
の
隠
居
所
で
あ

り
、
延
寿
堂
は
病
僧
が
療
養
の
た
め
に
休
養
す
る
建
物
、
旦
過
寮
と
は
永
慶
寺

を
訪
れ
る
雲
水
行
脚
僧
を
宿
泊
さ
せ
る
施
設
で
あ
る
。
ま
た
、
副
寺
と
は
禅
寺

で
住
持
を
補
佐
す
る
六
知
事
の
一
を
意
味
し
、
か
つ
知
客
と
は
禅
寺
に
お
い
て

客
を
接
待
す
る
役
僧
、
侍
者
と
は
住
持
の
給
仕
、
補
佐
を
す
る
役
、
行
者
と
は

さ
ま
ざ
ま
な
雑
役
を
す
る
僧
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。
⑬
添
ら
⑮
は
そ
の
各
々

の
寮
舎
で
あ
る
。

「
伽
藍
配
置
図
」
に
は
位
置
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、

「諸
色
書
留
」
中
に

は
他
に
巡
照
堂
、
貼
庫
寮
、
知
浴
寮
、
直
歳
寮
な
ど
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

⑫

ヲ

ダ
ウ

破
風
作
り
」

「諸
色
書
留
」
中
の
祠
堂
と
い
う
記
載
に
一
致
す
る
。
祖
先
の
霊
を
祭
祀
す

る
堂
宇
で
あ
り
、

「伽
藍
配
置
図
」
中
に
は
濃
紅
色
の
着
彩
に
よ
る
位
牌
置
壇

か
と
思
わ
れ
る
設
備
が
描
か
れ
て
い
る
。
破
風
作
り
と
あ
る
の
で
、
建
物
屋
根

に
破
風
が
つ
け
ら
れ
た
形
態
と
考
え
ら
れ
る
。

⑮

「
方

　

丈
」

（〕

「
シ
ン
シ
ツ
」
お
よ
び

「
カ
ン
ロ
ウ
ド
ウ
」

⑩

堅
日
　

院
」

方
丈
と
は
住
持
の
居
間
、
書
院
と
は
書
斎
あ
る
い
は
学
問
所
を
指
す
。
こ
こ

で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
通
常
禅
宗
寺
院
に
お
い
て
伽
藍
中
心
軸
上
、
仏
殿
の

後
方
に
お
か
れ
る
べ
き
法
堂
が
見
い
だ
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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前
述
の
荻
生
径
篠
に
よ
る
霊
台
寺
の
地
形
記
録
に
は
五
層
に
な
っ
た
境
内
地

の
う
ち
、
ち
ょ
う
ど
真
中
の
段
が
法
堂
の
場
所
だ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
径

傑
が
造
営
の
地
を
訪
れ
た
宝
永
三
年
に
は
建
物
の
建
設
が
ま
っ
た
く
開
始
さ
れ

て
お
ら
ず
、
六
年
三
月
ま
で
黄
栄
大
工
に
よ
る
絵
図
も
届
け
ら
れ
て
い
な
い
時

期
で
あ
る
か
ら
、

「
伽
藍
配
置
図
」
の
方
が
信
憑
性
が
高
い
。

「諸
色
書
留
」

中
に
も
法
堂
の
名
は
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
堂
は
他
宗
に
と
っ
て
の
講

堂
に
あ
た
る
仏
法
を
講
ず
る
た
め
の
建
物
で
あ
る
。
柳
沢
家
の
菩
提
所
で
あ
っ

た
性
格
か
ら
か
，、
後
者
二
点
の
史
料
に
示
さ
れ
る
時
点
で
永
慶
寺
に
は
法
堂
が

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

仏
殿
よ
り
奥
は
方
丈
を
中
心
と
す
る
領
域
で
あ
り
、
方
丈
、
寝
室
、
書
院
の

そ
れ
ぞ
れ
が
別
棟
に
な
り
廊
下
で
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
図
面
の
着
彩
か
ら
す
る

と
伽
藍
を
構
成
し
て
い
る
仏
殿
、
斎
堂
、
禅
堂
、
天
王
堂

（殿
）
な
ど
は
基
本

的
に
上
間
床
に
四
半
瓦
敷
な
ど
の
仕
上
げ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

一
方
で
方
丈
な
ど
奥
向
き
の
建
物
は
小
庫
裡
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
床
が
貼
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
判
る
。

永
慶
寺
伽
藍
に
見
あ
た
ら
な
い
法
堂
は
通
常
床
を
も
た
な
い
建
物
で
あ
る
の

で
、
方
丈
と
は
全
く
し
つ
ら
え
の
異
な
る
施
設
で
あ
る
が
、
寝
室
と
書
院
が
方

丈
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
と
、
方
丈
に
機
能
上
多
少
は
法
堂
的
な
性

格
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
萬
福
寺
に
お
い
て
は
法
堂
を
中
心
と
し
て
、

東
方
丈
お
よ
び
西
方
丈
を
そ
の
両
翼
に
配
置
し
て
い
る
。

カ
ン
ロ
ウ
ド
ウ
と
は

「諸
色
書
留
」
中
記
載
の
甘
露
堂
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。
甘
露
と
は
不
老
を
得
ら
れ
る
天
酒
の
こ
と
で
、
転
じ
て
不
死
涅
槃
の
理
想

境
を
い
う
。
永
慶
寺
の
甘
露
堂
は
寝
室
か
ら
廊
下
つ
た
い
に
行
く
こ
と
が
出
来

る
が
、
萬
福
寺
の
甘
露
堂
は
東
方
丈
の
北
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
字
治
萬
福
寺
の
伽
藍
は
寛
文
元
年

（
一
六
六
一
）
か
ら
三
年
に
法
堂
、

方
丈
、
禅
堂
が
建
立
さ
れ
、
同
八
、
九
年
に
大
雄
宝
殿
、
天
王
殿
、
斎
堂
、
鐘

楼
、
鼓
楼
、
伽
藍
堂
、
祖
師
堂
が
、
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
に
山
閣
、
元
禄

六
年

（
一
六
九
三
）
に
総
門
が
次
々
と
数
期
に
わ
け
ら
れ
て
建
設
さ
れ
、
伽
藍

が
完
成
し
た
。

一
方
永
慶
寺
で
は

「諸
色
書
留
」
に
見
る
限
り
、
宝
永
二
年
に
計
画
が
持
ち

上
が

っ
て
か
ら
七
年
に
上
棟
さ
れ
る
ま
で
多
少
の
遅
速
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

「伽
藍
配
置
図
」
に
あ
る
お
お
よ
そ
の
建
物
は
、
基
本
的
に
一
斉
に
建
築
さ
れ

た
ら
し
い
。
こ
れ
は
一
八
世
紀
初
期
、
す
で
に
完
成
し
て
い
た
萬
福
寺
の
伽
藍

を
手
本
と
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　

永ヽ
慶
寺
仏
殿
の
大
泉
寺

へ
の
移
築
に
つ
い
て

さ
て
永
慶
寺
伽
藍
を
構
成
し
て
い
た
建
築
の
う
ち
他
の
寺
院
に
贈
ら
れ
た
こ

と
が
文
献
か
ら
明
ら
か
な
建
物
が
あ
る
。
大
泉
寺
に
譲
渡
さ
れ
た
仏
殿
で
あ
る
。

甲
府
市
古
府
中
町
に
あ
る
大
泉
寺
は
、
武
田
信
虎
に
よ
っ
て
大
永
年
中

（
一
五

二
一
Ｐ
二
八
）
に
創
建
さ
れ
た
武
田
家
菩
提
所
の
由
緒
を
も
つ
曹
洞
宗
寺
院
で

あ
る
。
寺
域
も
広
く
、
現
在
も
二
十
三
カ
寺
の
末
寺
が
あ
る
古
刹
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
柳
沢
家
が
大
和
郡
山
に
転
封
に
な
っ
て
後
の
永
慶
寺
破
却
に
つ
い

て

『
甲
陽
柳
秘
録
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
此
度
吉
里
公
和
州
え
所
替
に
付
営
寺
を
破
却
に
究
り
し
か
は
、
前
濃
州

大
守
吉
保
公
の
尊
骸
を
掘
出
し
恵
林
寺
え
送
る
、
享
保
九
甲
辰
年
四
月
十
二
日

之
夜
に
入
て
密
に
送
り
け
る
、
家
中
諸
士
家
老
柳
沢
権
太
夫
を
始
め
歩
行
に
供

す
、
営
寺
破
却
者
四
月
三
日
よ
り
凡
四
十
日
余
り
也
、
惜
哉
善
蓋
し
、
金
堂
に

は
釈
迦
阿
難
伽
葉
の
唐
佛
を
安
置
す
其
外
天
玉
殿
、
法
堂
、
鼓
楼
、
祖
師
堂
、

鐘
楼
、
禅
悦
堂
、
位
牌
堂
、
花
巌
堂
、
僧
坊
浴
堂
、
惣
門
に
至
迄

一
宇
も
不
残

破
却
す
有
様
目
も
営
ら
れ
ぬ
事
と
も
な
り
、
本
堂
は
大
泉
寺
え
被
送
、
残
堂
は



寺
僧
に
被
遣
し
故
所
方

へ
引
、
跡
は
狐
狸
塚
と
成
け
る
…
…

（以
下
略
）

こ
こ
で
大
泉
寺
に
送
ら
れ
た

「
本
堂
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
前
に
述
べ
ら
れ

た

「金
堂
」
、
す
な
わ
ち
仏
殿
を
指
す
に
他
な
ら
な
い
。
破
却
さ
れ
た
と
し
て

列
挙
さ
れ
て
い
る
建
物
の
う
ち
、
天
玉
殿
は
天
王
殿
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
法

堂
、
鼓
楼
、
祖
師
堂
お
よ
び
花
巌
堂
は
前
述
の
よ
う
に

「
伽
藍
配
置
図
」
お
よ

び
宝
永
七
年
ま
で
の

「諸
色
書
留
」
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。

『
甲
陽
柳
秘
録
』

の
記
録
の
誤
り
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
宝
永
七
年
の
佛
殿
上
棟
以
後
享
保

九
年
ま
で
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
建
物
が
伽
藍
に
新
た
に
加
え
ら
れ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。
な
お

『
甲
斐
国
志
』
中
の
永
慶
寺
伽
藍
、
破
却
の
記
事
は
多
く

『
甲

陽
柳
秘
録
』
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
大
泉
寺
は
永
慶
寺
破
却
の
翌
年
、
享
保
十
年

（
一
七
二
五
）
に
仏
殿
を

再
建
す
る
た
め
募
化
牒
を
発
行
し
て
い
る
。

『
佛
殿
重
興
募
化
牒
』

（山
梨
県

立
図
書
館
甲
州
文
庫
蔵

・
写
真
１１
）
と
題
さ
れ
た
そ
の
史
料
は
漢
文
で
書
か
れ
、

表
紙
裏
に
佛
殿
の
正
面
姿
絵
が
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
木
版
刷
り
に
し
て
発

行
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
か
な
り
広
範
囲
に
配
布
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
ら
し
い
。
題
目
に
は

「募
下
建
二
大
泉
禅
寺
佛
殿
・
縁
上
疏
」
と
あ
る
。

内
容
は
、
大
泉
寺
が
武
田
信
虎
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ
、
信
玄
の
伯
父
を
第
二

世
と
し
七
堂
を
誇

っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
織
田
信
長
に
よ
っ
て
廃
寺
と

な
り
、
よ
う
や
く
復
興
さ
れ
た
も
の
の

「未
レ
至
レ
古
者
佛
殿
法
堂
僧
堂
也
」

つ
ま
り
佛
殿
、
法
堂
、
僧
堂
が
い
ま
だ
旧
来
の
状
況
に
戻

っ
て
い
な
い
と
あ
る
。

次
に
柳
沢
甲
斐
守
の
転
封
に
よ
っ
て
永
慶
寺
が
廃
さ
れ
、

「
百
宇
議
毀
二
子

買
客
之
手
一
」
と
ぃ
ぅ
顛
末
に
な
っ
た
が
、
佛
殿
だ
け
は
保
山
公
が
万
感
の
思

い
を
こ
め
た
大
殿
な
の
で
破
毀
す
る
に
し
の
び
ず
、

「
遂
見
レ
寄
二
‐
進
子
営

山
一
也
」
大
泉
寺
に
寄
進
さ
れ
た
。
こ
の
先
の
記
述
を
以
下
に
記
す
。

碧
雖
下
先
師
臨
三
大
殿
及
殿
―
前
月
台
典
二
大
庭
石
・
而
轟
搬
移
上
然

身
老
任
重
不
レ
及
レ
建
レ
之
而
辞
去
　
自
レ
爾
以
来
四
来
見
聞
者
莫
レ
不

レ
悲
Ｉ
感
也
　
山
僧
自
下
去
Ｉ
秋
退
二
相
州
長
泉
一
来
レ
営
―
山
之
日
上
目

触
心
惨
寝
食
弗
レ
寧
　
思
下
今
吾
営
レ
任
使
ラ
其
捨
而
朽
・
者
人
其
謂
中

我
何
上
乎
　
是
以
奮
志
謀
下
募
レ
縁
兼
二
法
堂
僧
堂
子
佛
殿
一
復
中
‐
建

之
上
豫
命
レ
エ
移
ニ
ー
正
三
門
一
而
於
三
其
跡
一
築
レ
楚
１
石
欲
下
至
二
丙

―
午
春
・
造
レ
大
―
殿
於
二
殿
左
右
一
各
翼
以
レ
渉
―
廊
而
上
達
中
於
衆
寮

典
↓
斎
Ｉ
堂
也
　
且
兼
レ
禅
―
堂
以
レ
見
下
常
居
二
行
僧
一
不
レ
怠
二
誦
経

弁
道
一
而
少
Ｉ
林
春
Ｉ
花
開
こ
不
前
枝
・
鷲
Ｉ
嶺
秋
‐
月
照
中
無
１
底
池
上
也

雖
レ
然
難
レ
及
レ
自
―
力
遣
二
化
僧
並
旦
越
一
国
中
不
レ
間
下
絡
素
之

大
家
小
家
上
托
レ
鉢
次
Ｉ
第
行
―
乞
事
出
二
於
急
迫
一
情
出
二
於
血
誠
・

何
暇
レ
顧
三
勢
之
不
レ
為
者
典
二
不
レ
能
者
乎
　
照
Ｉ
臨
此
奮
志
・
幸
為

各
出
二

一
手
一
共
挟
二

一
茎
卿
一
偉
ラ
殿
―
宇
隋
而
獲
レ
復
少
Ｉ
林
寂
又
反

ウ
覆
則
佛
坐
レ
殿
―
裏
法
唱
レ
法
１
堂
僧
居
レ
僧
―
堂
三
雷
各
得
二
其
所
一

自
然
従
‐
上
物
体
現
前
今
日
曳
レ
石
搬
レ
土
皆
打
二
十
開
霊
１
山
之

一
―
会
・

語
可
三
以
待
二
斎
魯
変
一
乎
実
為
三
無
量
之
功
徳
・
也
　
謹
疏

写真11 『佛殿重興募化牒』
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甲
州
府
中

大
泉
寺

享
保
竜
宿
　
　
乙
巳
孟
夏

こ
の
文
章
に
よ
る
建
築
的
な
要
点
を
ま
と
め
る
と
①
享
録
九
年
の
大
泉
寺
住

持
が
永
慶
寺
仏
殿
、
月
台
お
よ
び
大
庭
の
石
を

「臨
ツ
テ
」
す
べ
て
移
し
て
き

た
が
、
老
身
の
た
め
再
建
し
な
い
ま
ま
辞
去
し
た
、
②
次
の
住
職
が
九
年
秋
に

大
泉
寺
に
着
任
以
来
、
放
置
す
る
に
忍
び
ず
、
法
堂

。
僧
堂
を
仏
殿
に
兼
ね
て

の
再
建
を
計
画
す
る
、
③
職
人
に
命
じ
三
門
を
移
設
し
て
そ
の
跡
に
礎
石
を
築

き
、
翌
十

一
年
春
を
も

っ
て
仏
殿
を
再
建
し
、
左
右
に
渉
廊
を
延
ば
し
て
や
が

て
衆
寮
と
斎
堂
に
到
達
す
る
よ
う
に
し
た
い
、
①
そ
の
計
画
の
た
め
に
国
中
聖

俗
を
問
わ
ず
協
力
を
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
殿
の

再
建
は
仏

・
法

・
僧
の
そ
れ
ぞ
れ
を
あ
る
べ
き
位
置
に
置
く
こ
と
に
な
り
、
仏

殿
の
石
を
ひ
き
土
を
運
が
こ
と
は

「皆
霊
山
の
一
会
を
打
開
」
し

「
無
量
之
功

徳
を
な
す
」
と
し
て
い
る
。

最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仏
殿
の
再
建
を
計
画
し
て
こ
の
募
化
牒
を
発
行
し

た
享
保
十
年
の
住
職
が
、
仏
殿
の
再
興
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
左
右
に
回
廊
を
め

ぐ
ら
し
衆
寮
、
斎
堂
に
連
結
す
る
と
い
う
伽
藍
構
想
を
も

っ
て
い
た
こ
と
で
あ

Ｚや
。こ
こ
で
募
化
牒
の
表
紙
裏
に
つ
け
ら
れ
た
仏
殿
の
正
面
姿
絵

（写
真
１２
）
に

注
目
し
よ
う
。

「
大
佛
殿
之
図
　
一口回
五
丈
七
尺
　
横
九
間
三
尺
　
竪
六
間
三
尺

柱
三
十
二
本
　
唐
戸
間
六
間
」
と
付
記
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
お
け
る
正
式

な
建
築
立
面
図
で
あ
る
建
地
割
り
と
は
異
な
り
、
同
図
は
あ
く
ま
で
も

「絵
」

で
あ
る
。
ま
ず
大
棟
の
上
に
の
る
宝
珠
や
、
軒
隅
か
ら
下
げ
ら
れ
た
風
鐸
が
実

際
よ
り
ず

っ
と
大
き
い
比
率
に
誇
張
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
ま
た
大
棟
の
両

端
の
鬼
瓦
の
表
現
な
ど
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
三
節
に
前
述
し
た
仏
殿

の
特
徴
は
こ
の
図
に
よ
っ
て
か
な
り
具
体
的
に
な
る
。

屋
根
は
一
重
に
裳
階
つ
き
で
、
上
下
に
斗
挟
が
組
ま
れ
て
い
る
。

「
伽
藍
配

置
図
」
に
も
記
載
さ
れ
て
い
た
こ
の
基
本
的
な
構
成
は
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思

わ
れ
る
。
他
に
記
載
さ
れ
て
い
た

「軒
二
軒
垂
木
　
重
垂
木
」
、
即
ち
軒
が
地

垂
木

・
飛
権
垂
木
の
二
軒
で
、
垂
木
配
置
が
繁
垂
木
で
あ
る
と
い
う
部
分
ま
で

は
こ
の
図
か
ら
は
判
ら
な
い
。
ま
た

「
伽
藍
配
置
図
」
に
よ
れ
ば
佛
殿
の
全
面

一
間
は
そ
の
ま
ま
左
右
の
回
廊

へ
と
つ
な
が
る
た
め
、
萬
福
寺
の
大
雄
宝
殿
の

よ
う
に
吹
放
ち
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
姿
絵
の
表
現
で
吹
放
ち
が

あ
る
よ
う
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
比
較
参
照
の
た
め
萬
福
寺
大
雄
宝
殿
正
面

図
を
図
４
に
付
す
。

旧
永
慶
寺
仏
殿
の
軸
組
は
裳
階
下
桁
行
５
間

（柱
間
）
、
身
舎
桁
行
３
間
で 写真12 大仏殿之図



柱
に
は
頭
貫
、
飛
貫
が
通
り
、
頭
貫
か
ら
は
木
鼻
が
抜
け
て
い
る
。
さ
ら
に
一

番
外
側
の
柱
間
に
は
各
々
腰
貫
が
入
り
円
窓
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
側

は
桟
唐
戸
の
表
現
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
ら
は
大
雄
宝
殿
と
同
じ
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
中
央
柱
間
に
は
扉
な
ど
が
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
仏
殿
の
正
面
中
央

で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
が
壁
で
あ
る
と
す
る
と
奇
妙
で
あ
る
。

柱
の
礎
石
は
萬
福
寺
の
角
柱
礎
石
と
ま
っ
た
く
同
様
の
意
匠
で
あ
っ
て
、
後

述
す
る
大
泉
寺
総
門
に
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
礎
石
も
同
じ
で
あ
る
。
従

っ
て

円
柱
で
な
く
角
柱
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
上
棟
に
は
粽
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と

も
萬
福
寺
の
柱
と
同
じ
で
あ
る
。

裳
階
下
で
は
、
柱
の
上
に
三
ツ
斗
を
お
き
、
実
肘
木
ら
し
い
も
の
を
支
え
て

い
る
が
、
こ
こ
の
表
現
は
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
三
ツ
斗
の
支

え
る
横
架
材
は
実
肘
木

・
通
肘
木
と
も
丸
桁
と
も
つ
か
な
い
一
本
き
り
で
あ
る
。

ま
た
柱
５
本
の
う
ち
２
本
は
何
と
粽
の
つ
い
た
上
端
に
直
接
間
斗
束
を
の
せ
て

お
り
、
実
際
の
建
築
形
態
が
こ
の
通
り
で
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
か
つ
裳
階

下
の
組
物
が
図
の
通
り
な
ら
、
斗
挟
は
出
の
全
く
な
い
平
三
ツ
斗
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
柳
沢
吉
保
の

「
大
殿
」
に
し
て
は
き
わ
め
て
禁
欲
的
な
意
匠
で
あ

∠や
。裳
階
上
の
組
織
は
一
見
す
る
と

一
手
先
の
三
ツ
斗
で
あ
る
出
組
に
見
え
る
。

繰
り
の
大
き
い
実
肘
木
を
支
え
て
い
る
。
禅
宗
様
仏
殿
に
用
い
ら
れ
る
詰
組
と

は
せ
ず
に
、
中
備
に
は
間
斗
束
を
お
く
。
ま
た
、
や
は
り
禅
宗
様
仏
殿
の
特
徴

で
あ
る
反
り
の
強
い
尾
垂
木
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
全
体
的
に

お
と
な
し
い
外
観
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
図
に
よ
っ
て
多
く
の
建
築
の
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
以
上
の

よ
う
に
細
か
い
疑
問
点
も
か
な
り
多
い
。
そ
れ
は
こ
の
図
が
描
か
れ
た
時
点
、

即
ち
募
化
牒
が
板
行
さ
れ
た
時
に
永
慶
寺
仏
殿
が
す
で
に
解
体
さ
れ
た
あ
と
だ
っ

図4 萬福寺大雄宝殿正面図
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た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
仏
殿
再
興
計
画
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
。
管
見
の
限
り
、

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
享
保
十

一
年
直
後
の
史
料
に
は
恵
ま
れ
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
後
年
、
文
化
年
間
に
編
纂
さ
れ
た

『
甲
斐
国
志
』
に

大
泉
寺
の
解
説
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
る
と

「
万
年
山
大
泉
寺
　
古
府
中

・

（中
略
）
・
仏
殿
　
九
間
半

二
七
間
半
　
本
尊

ハ
猫
華
釈
迦
　
爽
侍

ハ

迦
葉

・
阿
難
、
額

ハ
覚
皇
宝
殿
　
道
需
ノ
書
　
此
ノ
堂

ハ
松
平
甲
斐
守

永
慶
寺

二
経
営
ス
ル
所
毀
敗
ノ
時
当
寺

二
授
ク
ト
云
フ
」
と
あ
る
。
永

慶
寺
の
仏
殿
は
享
保
十
年
に
計
画
さ
れ
た
よ
う
に
大
泉
寺

へ
再
建
さ
れ
、

『
甲
斐
国
志
』
編
纂
の
時
期

（文
化
二
年
を
十

一
年
）
の
初
め
頃
ま
で

は
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
中
に
記
載
さ
れ
て
い
る
他
の

大
泉
寺
の
建
物
は
法
堂
、
開
山
堂
、
方
丈
、
書
院
、
庫
裡
、
鐘
楼
、
浴

室
、
江
湖
寮
、
僧
堂
、
鎮
守
堂
、
黒
門
、
惣
門
、
三
門
で
あ
る
。
同
書

が
編
纂
さ
れ
た
時
期
に
大
泉
寺
に
は
仏
殿
と
総
門
が
と
も
に
存
在
し
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
泉
寺
は
文
化
三
年

（
一
人
〇
六
）
に
火
災
に
見
舞

わ
れ
て
お
り
、　
一
説
に
仏
殿
は
そ
の
時
焼
失
し
た
と
い
う
。

『
甲
斐
国

志
』
の
記
述
は
火
災
直
前
の
状
況
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
後
文
政
十
年

（
一
人
二
七
）
の

『
大
泉
寺
縁
起
略
記
』
中
の
境
内
図

（図
５
）
を
見

る
と

「
本
堂
」
と
し
て
描
か
れ
た
の
は
全
く
別
の
建
物
で
あ
る
。
募
化

牒
の
記
載
中
に
三
門
を
動
か
し
て
そ
の
跡
に
仏
殿
を
再
建
す
る
と
計
画

さ
れ
て
い
る
が
、
文
政
十
年
に
は
仏
殿
が
な
く
三
門

（山
門
）
は
総

（惣
）
門
と
本
堂
の
間
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
総
門
は
現
在
の
総

門
と
同
形
の
も
の
が
現
在
の
位
置
に
描
か
れ
て
い
る
。
大
泉
寺
に
仏
殿

は
残
．ら
な
か
っ
た
が
、
総
門
は
残

っ
た
。
こ
の
総
門
も
永
慶
寺
か
ら
の

図 5 『大泉寺縁起略記』境内図
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移
築
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
建
物
を
調
査
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
で
あ
る
。

五
　
大
泉
寺
総
門
、
速
光
寺
表
門
、
お
よ
び

禅
林
院
本
堂
に
つ
い
て

先
行
研
究
を
調
べ
る
と
、
旧
永
慶
寺
総
門
の
移
築
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る

門
は
二
棟
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
黄
乗
宗
萬
福
寺
の
総
門
と
同
様
の
い

わ
ゆ
る

「
牌
楼
」
に
似
た
形
式
を
と
り
、
中
央
で
屋
根
が
高
く
持
ち
上
げ
ら
れ

た
二
段
切
妻
の
構
造
で
あ
る
。

一
棟
は
甲
府
市
伊
勢
町
の
日
蓮
宗
寺
院
、
遠
光
寺
の
表
門
で
あ
る
。
こ
の
問

に
つ
い
て

『
山
梨
百
科
事
典
』
に
は
、

「
山
門
は
柳
沢
甲
斐
守
が
甲
府
域
の
門

を
永
慶
寺
に
移
し
、
さ
ら
に
永
慶
寺
を
こ
わ
す
際
遠
光
寺
に
贈

っ
た
と
い
う
が
、

こ
れ
も
空
襲
被
災
し
た
。
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
山
門
と
は
、

『
甲
斐
国
志
』
中

「
宝
塔
山
遠
光
寺
」
の
項
に
あ
る
表
門
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
関
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
、
現
在
は
残

っ
て
お
ら
ず
、

残
さ
れ
た
写
真
で
形
態
を
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

も
う
片
方
の
問
が
大
泉
寺
の
総
門

（写
真
１３
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

『
甲
府
市
史
　
別
編
Ｈ

（美
術
工
芸
）
』
に

「
こ
の
よ
う
な
由
緒
の
あ
る
寺
に
、

甲
斐
国
守
と
な
っ
た
柳
沢
吉
保
が
宝
永
二
年
に
創
立
し
た
永
慶
寺
の
総
門
が
移

建
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
誠
に
あ
さ
わ
し
い
措
置
で
あ
っ
た
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
。

で
は
旧
永
慶
寺
に
似
た
よ
う
な
形
態
の
門
が
二
棟
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
遠

光
寺
に
あ
っ
た
門
は
永
慶
寺
の
総
門
で
は
な
く
、
三
門

（山
門
）
か
ら
の
移
築

だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
永
慶
寺
に
三
門
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
高
福
寺
の
事
例
な

ど
か
ら
総
門
と
三
門
は
形
態
を
ま
っ
た
く
変
え
て
造
ら
れ
た
と
推
察
す
る
の
が

妥
当
で
あ
り
、
謎
が

深
ま
る
。

大
泉
寺
の
総
門
は

寺
伝
に
よ
る
と
享
保

年
間
に

「
移
築
」
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
る
が
、
そ
の
由

緒
を
明
確
に
記
し
た

史
料
は
大
泉
寺
に
も

見

つ
か
ら
な
い
と
い

う
。
永
慶
寺
総
門
を

大
泉
寺
が
譲
り
受
け

て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
前
述
の

『
佛
殿

重
興
募
化
牒
』
に
仏

殿
と
な
ら
ん
で
総
門

を
寄
進
さ
れ
た
と
記

述
し
て
い
な
い
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
で
は

『
佛
殿
重
興
募
化
牒
』
が
作
成
さ
れ

た
よ
り
後
に
総
門
が
寄
進
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
全
く
違
う
建
築

の
移
築
な
の
だ
ろ
う
か
。

総
門
の
歴
史
的
な
状
況
を
追
う
と
、
前
述
の

『
甲
斐
国
志
』
中
記
載
に
は
仏

殿
と
と
も
に
境
内
建
築
の
一
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

「
惣
門
　
一
一間
横

一

丈
額

ハ
万
年
山
ノ
三
字
間
道
需
ノ
書
」
と
あ
る
。
二
間
横

一
丈
と
い
う
建
物
の

規
模
は
現
状
の
も
の
と

一
致
し
な
い
が
、
二
間
横
二
丈
な
ら
ほ
ぼ
寸
法
が
あ
う
。

『
甲
斐
国
志
』
中
の
記
載
が
現
在
の
総
門
と
は
異
な
る
建
物
を
さ
す
と
考
え
る 写真13 大泉寺総 (惣)門
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一属
額
に
つ
い
て

よ
り
も
、
ま
ず
数
字
に
関
す
る
誤
記
を
疑
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

は
記
載
と
同
じ
も
の
が
現
在
も
総
門
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
。

次
に
文
政
十
年
の

『
大
泉
寺
縁
起
略
記
』
に

は
前
述
の
と
お
り

「惣
門
」
と
し
て
現
在
と
同

じ
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

昭
和
五
十
六
年
に
山
梨
県
の
近
世
社
寺
建
築

調
査
が
行
わ
れ
、
す
で
に
調
査
報
告
書
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
大
泉
寺
惣
門
は
第
三
次
調
査
の

対
象
と
さ
れ
、
報
告
書
の
解
説
に
よ
る
と
、
黄

楽
宗
寺
院
の
門
に
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
貴
重

な
遺
構
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
だ

が
柳
沢
吉
保
進
営
の
永
慶
寺
か
ら
の
移
築
で
あ
っ

た
可
能
性
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ず
、
再
建
の
時

期
も
享
保

一
年
か
ら
二
十

一
年
ま
で
の
全
期
間

が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
同
九
年
の
永
慶
寺
破

却
を
考
慮
し
た
期
間
に
限
定
し
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
山
梨
県
全
域
の
寺
社
建
築
に
お

け
る
相
対
的
な
様
式
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
る

な
ど
注
目
す
べ
き
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
（門
の
）
部
材
に
は
種
々
の
痕
跡
を
見
出
す

が
、
相
互
に
対
応
す
る
よ
う
な
痕
跡
で
は
な
い
。

ま
た
、
様
式
的
に
は
享
保
期
が
至
当
な
の
で
、

古
材
を
用
い
て
建
築
し
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
」

筆
者
は
こ
の
指
摘
に
従
い
、
大
泉
寺
総
門
に

お
け
る
部
材
の
痕
跡
と
建
築
上
の
特
徴
を
調
査
し
た
。
写
真
と
と
も
に
平
面
図

お
よ
び
梁
行
断
面
図
を
図
６
ｏ
７
に
掲
げ
、
参
考
の
た
め
萬
福
寺
総
門
桁
行

・図 7 大泉寺総門 梁行断面図
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図 8 萬福寺総門桁行断面図
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図 9 萬福寺総門梁行断面図
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写真15 大 虹 梁

写真14 礎

梁
行
断
面
図
を
図
８

●
９
に
示
す
。

ま
ず
目
に
つ
く
の
が
柱
下
に
使
用
さ
れ
た
礎
石

（写
真
１４
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
前
述
の
よ
う
に

『
佛
殿
重
興
募
化
牒
』
の
仏
殿
の
図
に
描
か
れ
た
柱
礎
石
の

意
匠
と
き
わ
め
て
似
て
お
り
、
ま
た
現
在
萬
福
寺
の
各
建
築
に
お
い
て
角
柱

（
お
よ
び
方
柱
）
に
使
用
さ
れ
る
礎
石
と
同
じ
意
匠
の
も
の
で
あ
る
。

次
に
主
要
な
横
架
材
で
あ
る
控
柱
間
の
大
虹
梁

（写
真
１５
）
で
あ
る
が
、
こ

れ
の
絵
様
は
す
で
に

『
山
梨
県
の
近
世
社
寺
建
築
』
に
お
い
て
十
八
世
紀
初
期

頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
虹
梁
に
は
眉
欠
き
を
し
、
錫
杖
彫
を
つ
け

る
が
、
萬
福
寺
の
総
門
の
大
虹
梁
に
は
眉
欠
き
の
み
で
錫
杖
彫
を
つ
け
な
い
か

ら
、
こ
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

柱
に
は
、
九
帳
面
が
つ
け
ら
れ
門
中
央
両
側
の
み
が
偏
平

な
方
柱
で
あ
る
。
中
央
の
屋
根
の
棟
木
は
高
い
位
置
の
虹
梁

か
ら
板
墓
股
と
実
肘
木
と
で
支
え
て
お
り

（写
真
１６
）
ヽ

「虹
梁
上
棟
木
間
に
は
退
化
し
た
募
股
様
の
支
え
を
備
え
て

麻
　
　
郷
鱒
紺
艤
嚇
賠
端
嘲
翔
勒
略
役
膨
砂
隠
紳
嗽
態
撤
輻
申
げ
薩

躾
　
　
脇
の
本
柱
上
に
特
殊
な
形
態
の
皿
斗
つ
き
大
斗

（写
真
１７
）

瓢
・　
　
滅
巧
静
諄
韓
０
は
陸
判
嚇
脂
螂
一
け
勲
雌
瑯
棟
木
を
受
け
る

剣
　
　
　
萬
福
寺
の
総
門
と
現
状
で
大
き
く
異
な
る
の
は
土
壁
の
有

写
　
　
無
で
あ
り
、
萬
福
寺
で
は
高
い
屋
根
と
低
い
屋
根
と
の
境
が

上
部
で
壁
に
な
る
が
、
大
泉
寺
で
は
材
が
律
に
渡
さ
れ

（後

補
の
筋
違
か
。
写
真
１８
）
ヽ
他
は
素
通
し
の
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
萬
福
寺
に
設
け
ら
れ
た
円
窓
は
大
泉
寺
に
は
な
い
。

次
に
材
の
痕
跡
で
あ
る
が
、
図
に
示
す
よ
う
に
実
に
多
く

―-24-―



写真18

の
、
し
か
も
並
び
合
う
柱
ど
う
し
で
対
応
し
な
い
貫
穴
状
の
痕
跡
が
見
受
け
ら

れ
る
。
特
に
門
北
東
の
控
え
柱
の
み
に
は
南
面
に
２
次
に
わ
た
る
土
壁
痕
跡
が

発
見
で
き
る
な
ど
、
経
緯
の
推
定
の
つ
か
な
い
不
可
解
な
材
が
存
在
し
て
い
る
。

材
の
痕
跡
を
見
る
限
り
、

『
山
梨
県
の
近
世
社
寺
建
築
』
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に

「
古
材
を
使
用
し
て
の
再
建
」
と
す
る
見
解
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

「古
材
」
は
す
べ
て
元
来
総
門
で
あ

っ
た
材
料
と
は

限
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
建
築
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
萬
福
寺
の
総
門
に
き

わ
め
て
近
似
し
て
お
り
、
特
に
柱
礎
石
は
旧
永
慶
寺
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の

と
同

一
意
匠
と
推
定
さ
れ
る
。
従

っ
て
大
泉
寺
総
門
は
、
建
築
部
材
を
永
慶
寺

の
何
ら
か
の
建
物
に
得
た
可
能
性
が
高
い
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

甲
府
城
の
殿
舎
建
築
を
始
め
、
柳
沢
家
に
よ
っ
て
甲
府
と
そ
の
近
隣
に
造
営

さ
れ
た
建
造
物
の
殆
ど
が
失
わ
れ
た
現
在
、
当
時
の
よ
す
が
を
偲
ボ
遺
構
と
し

て
大
泉
寺
総
門
は
き
わ
め
て
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

さ
て
、
旧
永
慶
寺
伽
藍
の
建
築
を
か
つ
て
譲
り
受
け
た
と
い
う
伝
承
を
も
つ

寺
院
は
複
数
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
う
ち
古
府
中
町
、
龍
華
池
の
北
に
あ
る
禅

林
院
の
本
堂
は
現
在
の
建
物
が
当
時
の
も
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。

同
寺
の
許
可
を
得
て
、
本
堂
の
建
築
的
調
査
を
行

っ
た
。
写
真
１９

・
２０
ぉ
ょ
び

平
面
図
を
図
１０
に
、
復
原
図
を
図
１１
に
載
せ
る
。

同
寺
は

『
甲
斐
国
志
』
に

「
普
門
山
禅
林
院
　
古
府
中
村
日
影
　
臨
済
宗
東

光
寺
村
能
成
寺
ノ
末
黒
印
千
三
百
八
十
五
坪
」
と
あ
る
も
の
の
、
無
住
の
時
期

も
あ

っ
た
よ
う
で
、
寺
蔵
古
文
書
な
ど
の
史
料
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
た
だ

先
代
の
住
職
が
残
し
た
太
平
洋
戦
争
頃
の
記
録
に
当
時
の
本
堂
図
面
お
よ
び
写

真

（
２．
）
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
頃
の
部
屋
の
名
称
が
わ
か

る
。
仏
壇
の
あ
る
仏
間
を

「
内
陣
」
と
称
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

建
築
の
構
成
は
そ
の

「内
陣
」
お
よ
び

「儀
式
場
」

。
「参
拝
所
」
を
中
心
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写真19 禅林院本堂

写真20本 堂 内部

と
す
る
棟
に

「
居
間
」
の
棟
、
即
ち
庫
裡
が
付
加
し
た
Ｌ
字
型
を
な
す
。
台
所

と

「
居
問
」
か
ら
な
る
庫
程
の
棟
は
、
柱
の
木
割
か
ら
後
世
の
増
築
部
分
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
本
堂
の
中
心
部
分
に
も
か
な
り
改
造
の
痕
跡

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
堂
は
南
面
し
て
建
ち
、
庫
裡
棟
を
除
く
と
現
在
奥
行
き
３
室
、
横
２
列
の

６
室
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「儀
式
場
」

。
「参
拝
所
」
が
最
も
広
い
空
間
で

あ
る
。

「儀
式
場
」
の
天
丼
は
仏
間

（
「
内
陣
」
）
と
と
も
に
昭
和
五

一
年
に

壇
家
に
よ
っ
て
格
天
丼
に
な
お
さ
れ
て
い
る
が
、
元
来
は

「参
拝
所
」
と
同
じ

竿
縁
天
丼
で
あ

っ
た
。
そ
の
２
室
の
南
に
あ
る
４
畳
の

「
参
拝
所
」
お
よ
び

「控
所
」
は
幅

一
間
の
畳
廊
下
と
で
も
言
う
べ
き
空
間
で
、
南
に
縁
が
付
け
ら

れ
て
い
る
が
、
縁
の
造
作
は
新
し
い
。
お
そ
ら
く
は
破
損
を
修
理
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た

「儀
式
場
」
の
北
西
す
み
に
あ
る
床
の
間
は
元
来
無
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
床
柱
に
風
蝕
お
よ
び
貫
、
木
舞
の
痕
跡

（写
真
２２
）
が
あ
つ

て
、
も
と
も
と
床
枢
の
位
置
が
土
壁
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
外
は
軒
下
の

縁
だ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
仏
間
西
の
部
分
に
つ
い

て
も
当
て
は
ま
る
。

写真21 太平洋戦争頃の外観
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(後補部分)

図11 禅林院本堂 推定復原図

ド~~~~~~~~― ――――」

さ
て
、
こ
の
建
築
に
関
し
て
最
も
大
き
い
改
造
は
北
の
２
室
、
仏
壇
の
あ
る

「
内
陣
」
お
よ
び

「
客
間
」
に
見
ら
れ
る
。
本
堂
の
北
側
幅
半
間
の
部
分
、
即

ち
仏
壇
と
そ
の
東

へ
の
延
長
部
分

（
「
客
間
」
の
北
側
幅
半
間
分
）
と
は
柱
の

状
態
か
ら
下
屋
に
相
当
す
る
空
間
で
あ
り
、
当
初
は
本
堂
南
側
と
同
じ
縁
側
状

の
し
つ
ら
え
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
内
陣
」
と

「
客
間
」
と
に

残
さ
れ
た
各
４
畳
ず

つ
の
空
間
は
南
の

「
参
拝
所
」
お
よ
び

「控
所
」
と
全
く

同
じ
畳
廊
下

の
よ
う
な
空
間
に
な
る
。

つ
ま
り
こ
の
６
室
は
、

「
儀
式
場
」

「
参
拝
所
」
を
中
心
と
し
て
そ
の
南
北
両
側
に
幅

一
間
の
畳
廊
下
、
も
し
く
は

前
室
、
さ
ら
に
そ
の
両
側
に
縁
の
つ
い
た
ほ
ば
対
称
形
の
建
物
で
あ

っ
た
と
推

察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
当
初
の
建
築
形
態
が
判
明
し
た
が
、
こ
れ
は
寺
院
の
本
堂
と
し

て
は
考
え
に
く
い
平
面
で
あ
る
。
従

っ
て
禅
林
院
の
本
堂
は
、
当
初
寺
院
本
堂

で
は
な
か

っ
た
何
ら
か
の
建
物
を
移
設
し
、
本
堂
と
し
て
改
造
を
加
え
た
と
考

え
る
の
が
最
も
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
。
な
お
太
平
洋
戦
争
頃
の
図
面
と
現
状
を

| |||! ||IIII III IIII I+||| |
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比
較
す
る
と
、

「儀
式
場
」
の
床
の
間
は
す
で
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
南

と
西
の
外
縁
は
続
い
て
博
縁
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

「
客
間
」
の
北

東
側
に
便
所
の
あ

っ
た
こ
と
が
判
る
。

こ
の
建
物
の
当
樹
の
形
態
に
似
た
建
物
を
永
慶
寺
の

「
伽
藍
配
置
図
」
中
に

探
す
と
、
規
模
は
異
な
る
が

「寝
室
」
の
平
面
構
成
が
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た

「
方
丈
」
や
い
く
つ
か
の
寮
舎
に
も
多
少
類
似
の
平
面
が
見
受
け
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
建
物
部
材
か
ら
の
情
報
を
含
め
て
、
今
筆
者
が
手
に
し
う

る
史
資
料
か
ら
は
、
禅
林
院
本
堂
が
他
の
何
ら
か
の
建
築
か
ら
の
移
築
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
が
旧
永
慶
寺
か
ら
受
け
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
断
言
し
が

た
い
。
今
後
建
設
に
つ
い
て
記
録
し
た
古
文
書
や
、
あ
る
い
は
建
築
部
材
に
残
さ
れ

た
棟
札
、
墨
書
な
ど
の
記
録
が
さ
ら
に
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の

疑
問
は
解
か
れ
る
だ
ろ
う
。
禅
林
院
で
は
本
堂
建
て
替
え
の
計
画
が
話
に
の
ば

っ

て
い
る
と
い
う
。
現
本
堂
の
解
体
に
よ
っ
て
、
墨
書
な
ど
が
発
見
さ
れ
る
可
能

性
は
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
さ
ら
な
る
研
究
課
題
と
し
た
い
。

一ハ
　
結
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
柳
沢
家
に
よ
る
永
慶
寺
の
造
営
と
そ
の
建
築
に
つ
い
て
見

て
き
た
。
近
世
の
黄
柴
宗
寺
院
と
い
え
ば
萬
福
寺
の
他
に
は
長
崎
県
の
崇
福
寺

等
が
知
ら
れ
る
が
、
完
成
し
た
伽
藍
の
典
型
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
や
は
り
萬

福
寺
で
あ
る
。
柳
沢
吉
保
に
よ
る
菩
提
所
、
龍
華
山
永
慶
寺
は
萬
福
寺
の
均
整

の
と
れ
た
伽
藍
配
置
を
範
と
し
な
が
ら
も
、
方
丈
、
書
院
、
寝
室
な
ど
奥
の
私

的
な
領
域
で
建
築
が
充
実
し
て
お
り
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
を
き
わ
だ
た
せ
て

い
る
。
秋
篠
八
右
衛
門
の
手
に
な
っ
た
だ
け
に
本
格
的
な
黄
葉
建
築
と
し
て
の
特
徴

を
も
つ
が
、
仏
殿
の
移
築
史
料
の
絵
図
を
見
る
と
斗
棋
の
構
成
な
ど
は
比
較
的

お
と
な
し
い
意
匠
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

今
後
、
京
都
秋
篠
家
所
蔵
史
料
な
ど
か
ら
永
慶
寺
関
係
の
も
の
が
見
つ
け
ら

れ
れ
ば
、
さ
ら
に
建
築
の
詳
細
な
復
原
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
現
存
す
る
建
築
と
の
比
較
検
討
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
か
ら
の

最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
る
。

永
慶
寺
伽
藍
を
構
成
し
て
い
た
各
建
築
の
行
方
を
追
う
こ
と
は
建
築
史
研
究

者
に
と
っ
て
限
り
な
く
難
し
く
、
そ
し
て
限
り
な
く
魅
力
的
な
課
題
で
あ
る
。

本
研
究
に
あ
た
り
、
池
谷
覚
造
氏
に
は
貴
重
な
史
料
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

大
泉
寺
お
よ
び
禅
林
院
は
建
築
調
査
を
御
許
可
下
さ
り
、
ま
た
東
京
工
芸
大
学

の
伊
藤
裕
久
氏
に
は
実
際
の
調
査
で
協
力
し
て
い
た
だ
い
た
。
柳
沢
文
庫
三
橋

稔
夫
氏
、
山
梨
県
立
図
書
館
飯
田
文
弥
氏
、
甲
府
市
史
編
さ
ん
室
に
も
史
料
閲

覧
、
建
築
調
査
に
際
し
て
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。

末
筆
な
が
ら
心
か
ら
謝
意
を
表
し
た
い
。

注

（
１
）

『
甲
斐
路
』
季
刊
配
２０
所
収
　
山
梨
郷
土
研
究
会
、
昭
和
四
十
六
年

（
２
）

拙
稿

　
「
宝
永
期
柳
沢
家
の
甲
府
城
殿
舎
に
つ
い
て
」
　

『
甲
府
市

史
研
究
　
第
４
号
』
所
収
　
昭
和
六
十
二
年
十
月

（
３
）

寓
福
寺
伽
藍
の
各
建
築
に
つ
い
て
は
次
の
修
理
工
事
報
告
書
が
京
都

府
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
依
拠
し
た
。
な
お

本
稿
中
図
２
、
３
、
４
、
８
、
９
の
各
図
は
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
か
ら

転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
大
雄
宝
殿

・
禅
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
　

昭

和
四
十
五
年
二
月

　

（図
４
）



『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
通
玄
門
ほ
か
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
四
十

七
年
十
二
月

（図
２
●
８
●
９
）

『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
東
方
丈
修
理
工
事
報
告
書
』
　

昭
和
五
十
六

年
六
月

『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
西
方
丈
修
理
工
事
報
告
書
』
　

昭
和
五
十
八

年
十
二
月

『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
天
王
殿
修
理
工
事
報
告
書
』
　

昭
和
六
十

一

年
九
月

　

（図
３
）

『
重
要
文
化
財
　
萬
福
寺
斎
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
　

平
成
元
年
二
月

（
４
）

「諸
色
書
留
」
に
よ
る
と
宝
永
七
年
に
悦
峯
の

「
龍
華
山
」
の
額
字

が
届
い
た
お
り
に
、

「
山
門

二
懸
」
と
あ
る
。
但
し
こ
れ
が
的
確
に
三

門
を
指
す
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

萬
福
寺
の
三
門
の
建
設
年
代
は
延
宝
六
年
全

六
七
八
）現
総
門
が
元

禄
六
年
全

六
九
三
）
で
あ
る
が
、
萬
福
寺
伽
藍
建
設
の
第

一
期
に
最
初

の
総
門
が
別
に
作
ら
れ
て
お
り
、
の
ち
に
こ
の
総
門
は
他
の
場
所
に
移

さ
れ
た
。

（
５
）

萬
福
寺
の
秋
篠
家
木
割
書
に
は
他
の
建
物
に
も

「
ゑ
や
う
ひ
ち
木
つ

く
り
」
の
表
現
が
あ
り
、
明
ら
か
に
中
備
位
置
に
置
か
れ
た
部
材
を
指

し
て
い
る

（注

（
６
）
参
照
）
。
そ
こ
で
天
王
殿
の

「絵
様
肘
木
」
に

つ
い
て
も
本
稿
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
天
王
殿
の

「絵
様
肘
木
」
は
木
割
書
に

「
大
サ
壱
尺

弐
寸

二
四
寸
三
分
」
と
あ
り
、
本
論
中
で
解
釈
し
た
部
材
よ
り
小
さ
い

の
で
疑
間
が
残
る
。
天
王
殿
の
外
廻
り
の
柱
に
は
ほ
か
に
外
側
へ
向
か

う
実
肘
木
を
設
け
、
こ
れ
に
絵
様
を
付
け
て
い
る
。
従

っ
て
こ
ち
ら
を

指
す
と
す
る
別
な
解
釈
も
存
在
し
う
る
。

（
６
）

萬
福
寺
の
禅
堂

・
斎
堂
に
関
す
る
秋
篠
家
木
割
書
に
は
や
は
り

「
ゑ

や
う
ひ
ち
木
つ
く
り
」
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
永
慶
寺
の

「
伽
藍
配
置

図
」
と
同
様
で
こ
ち
ら
に
は

「
大
斗
」
の
記
載
が
な
く
、
実
際
の
建
物

の
中
備
を
見
る
と
特
徴
的
な
雲
形
束

（板
斗
棋
）
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

木
割
書
の
内
容
か
ら
禅
堂

・
斎
堂
の

「
ゑ
や
う
ひ
ち
木
」
が
こ
れ
を
指

す
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
天
王
殿
の
も
の
と
は
形
態
を
異
す
る
こ
と

に
な
る
。

（
７
）

こ
の
史
料
に
は
そ
れ
ま
で
の
縁
起
略
記
の
版
木
を
作
り
直
し
た
も
の

と
付
記
が
あ
る
が
、
境
内
図
は
文
政
十
年
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
８
）

山
梨
日
日
新
聞
社
　
一
九
七
二

（
９
）

甲
府
市
市
史
編
さ
ん
委
員
会
　
　
昭
和
六
十
三
年
三
月

（
１０
）

『
山
梨
県
の
近
世
社
寺
建
築
』
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
十

八
年
三
月
　
調
査
、
執
筆
担
当
は
早
稲
田
大
学
建
築
史
研
究
室
。

（東
京
職
業
訓
練
短
期
大
学
校
教
官
　
東
京
都
国
分
寺
市
）


